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子どもの人間関係といじめ
―教 ・保育者に求められる「いじめ」という ―

田
（児童学科 教 ）

文部科学省は，「いじめ防止対策推進法」 行以降，いじめの定義に く的確な認 を学校に求めている。

幼稚園，保育所等およびその園児は法から れているが，この ど保育現場におけるいじめ事案につ

いて，ある 体に えがあり第三者委員会が調査する事例がみられた。「幼稚園教育要領」等ではいじめ

についての記 はみられないが，現場では にいじめが する。保育者は，これまで以上に個々の子

どもや人間関係を丁寧に観察，アセスメントし，どのように教育・保育を行うかについての記録や説明が

求められる。また，園 はその保育者を支える体制が求められる。

保育者 , いじめ , 人間関係 , 幼稚園教育要領 , 第三者委員会

2011 年におきた中学生のいじめ 事 は，
会的に大きな を集めた。この事 を契機

に，学校は「いじめ」に対して， 期発 期
介入が く求められている。とり け，2013 年
に 立した「いじめ防止対策推進法」の 行以
降は，文部科学省によるいじめ認 のための

の もあり，学校でのいじめの認
が 加している。2021 年度の全 の学校にお

けるいじめの認 は，小学校 50 562 ，
中学校 9 7,937 ， 等学校 1 4,157 ，

支 学校 2,695 ，合計 61 5,351 で
ある。学校で認 れる はあきらかに 加
しており，10 年前（2011 年）の 8.8 となっ
ている。
本小 では，文部科学省によるいじめの定義

の変遷，「いじめ防止対策推進法」以降の学校に
求められているいじめ対応について 観する。
に，幼児期における「いじめ」を った日本

では めてと れる第三者委員会報告を が
かりに，幼稚園教育要領等と 合し，幼児期の
人間関係と保育者の ，いじめ対応に求めら
れる保育者の について る。

文
文部省 ，1986 年度から 1993 年度まで

の間には，「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」のなかで「いじめ」につ
いて「 分より い者に対して一 的に，
体的・心理的な を 続的に加え，

が な を感じているものであって，学校
としてその事 （関係児童生徒，いじめの内容
等）を確認しているもの。なお， こった場所
は学校の内 を問 ないもの」と定義 れてい
た。
その ，1994 年度から 2005 年度の間は，同

調査の「いじめ」の定義として，「 分より
い者に対して一 的に， 体的・心理的な
を 続的に加え， が な を感じ

ているもの。なお， こった場所は学校の内
を問 ない。」とすると れ，個々の行 がいじ
めに たるか かの を表 的・ 的に行
うことなく，いじめられた児童生徒の立場に立
って行うことと れた。

らに，2006 年度から「いじめ防止対策推進
法」が 行 れる前年度（2012 年度）まで，同
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調査における「いじめ」の定義として，個々の
行 が「いじめ」に たるか かの は 表
的・ 的に行うことなく，いじめられた児

童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」
とは，「 児童生徒が，一定の人間関係のある
者から，心理的， 理的な を けたことに
より， 的な を感じているもの。」とする。
こった場所は学校の内 を問 ないと れた

（文中 は 者）。
いじめはどこで生じるのか。「学校の内 を問
ない」という定義は不変であるが， 報

会の進 は ア な学校生 と の かに，
ン ー トの ーチ な を り し，

いじめの定義を「 い者いじめ」 けに 定す
ること 体が に合 なくなってきた。状
によっては被害者と加害者が のように
する もある。また， 体的，心理的な
についてもそのいじめの 度や度合ではなく，  

いじめられた児童生徒の立場に立って対応する
ことが教員に求められるようになった。

1
2013 年に 立した，「いじめ防止対策推進法」

第 2 第 1 では，この法律において「いじめ」
とは，児童等に対して， 児童等が する
学校に している等 児童等と一定の人的
関係にある他の児童等が行う心理的 は 理的
な を える行 （ ン ー トを じて
行 れるものを む。）であって， 行 の対
象となった児童等が心 の を感じているも
のをいう。」と 定 れた。
この法 行に い，文部科学省のいじめの定

義も 2013 年度から以 のように変 れた。
「いじめ」とは，「児童生徒に対して， 児

童生徒が する学校に している等 児
童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が
行う心理的 は 理的な を える行 （
ン ー トを じて行 れるものも む。）で
あって， 行 の対象となった児童生徒が心
の を感じているもの。」とする。なお，

こった場所は学校の内 を問 ない。

いじめは，「 トいじめ」を め児童生徒本
人が 観的にどう感じたかということが
れるようになった。

2
「いじめ防止対策推進法」第 2 第 2 では，

この法律において「学校」とは，学校教育法（
和 22 年法律第 26 号）第 1 に 定する小学
校，中学校，義 教育学校， 等学校，中等教
育学校及び 支 学校（幼稚部を く。）をい
うと 定し，同 3 では，この法律において「児
童等」とは，学校に する児童 は生徒をい
うと 定している。

3
「いじめ防止対策推進法」では，第 1 で，

いじめが，いじめを けた児童等の教育を け
る を しく 害し，その心 の 全な 長
及び人 の に 大な を えるのみなら
ず，その生 は 体に 大な を生じ
るおそれがあるものであることに み，児童等
の を保 するため，いじめの防止等（いじ
めの防止，いじめの 期発 及びいじめ の対
をいう。以 同じ。）のための対策に関し，

本理 を定め， 及び 体等の責 を
明らかにし， びにいじめの防止等のための対
策に関する 本的な 針の策定について定める
とともに，いじめの防止等のための対策の 本
となる事 を定めることにより，いじめの防止
等のための対策を 合的かつ 果的に推進する
ことを 的とするとし，いじめ防止のための
本 針に いた ， 体，学校，保
者の責 を 定している。

4
「いじめ防止対策推進法」第 28 では，以

の 2 をいじめに関 る「 大事態」と定義し，
学校の 者または学校に対して，同 の事態
の発生の防止に するため， やかに， 切な
法により事 関係を明確にするための調査を

行うよう 定している。
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いじめにより 学校に する児童等の生
，心 は に 大な被害が生じた いが

あると認めるとき。
いじめにより 学校に する児童等が
の期間学校を することを なく れて

いる いがあると認めるとき。

4
「いじめ防止対策推進法」によるいじめの定

義変 以降，文部科学省（2015）は学校，およ
び教員に対して，「いじめの認 に関する考え 」
をあらためて示している。つまり，いじめの認

が多い学校については，いじめの対応が
十分ではないと 定的に するのではなく，
に「いじめを 期 のものも めて 的

に認 し，その解 に向けた取組のス ート
ンに立っている」と めて 定的に する

という を明確にしている。 対に，いじめ
の認 が 1 もない，あるいは ない学校
については， の状 なのか を求めるよう
になった。
しかしながら，文部科学省（2022）「令和 3 年

度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果」に示 れるとおり，
2021 年度の全 府 における児童生徒
1,000 人あたりのいじめ認 については，
最大 126.4 人から最小 14.3 人となってい
る。いじめの認 に関する 体間 は
として大きく， をする以前に 体間，
学校間，教員間という 3 において，いじめの
認 の ，いじめの定義についての理解，解
についての課題が めて大きい状態が続いて

いるといえる。
「いじめ防止対策推進法」第 28 に 定 れ

る「 大事案」についても文部科学省が し
た「いじめ防止対策 会」が報告した「いじ
め防止対策推進法の 行状 に関する 論のと
りまとめ」（2016）では，いじめの被害者や保
者が 大事態であると し立てたにも関 らず，
ちに 大事態と ない ースがある等の指

摘がな れている。

文部科学省（2022）「令和 3 年度児童生徒の
問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査結果」によると，2021 年度は，「いじめ
により 学校に する児童等の生 ，心
は に 大な被害が生じた いがあると認

めるとき」に する 大事態が 349 ，「いじ
めにより 学校に する児童等が の期
間学校を することを なく れている
いがあると認めるとき」に する 大事態が
429 ，合計 705 報告 れているが，この
大事態の 体における発生 についても
最大 69 から最小 0 まで大きな がみ
られる。
文部科学省（2017）は，「いじめの 大事態の

調査に関する ン」を策定し， 大事
態に対するス ン ー な対応を 体，学
校，教員に求めている。本小 では，十分に
することはできないが， 大事態の対応につ

いても多くの課題がある。

5
にも れたが，「いじめ防止対策推進法」で

は，第 2 第 1 でその被害対象を「児童等」
と 定している。この児童等とは，同 第 3
において「学校に する児童 は生徒をいう」
と定義している。また，同 第 2 では，「学校」
について，「学校教育法（ 和 22 年法律第 26
号）第 1 に 定する小学校，中学校，義 教
育学校， 等学校，中等教育学校及び 支
学校（幼稚部を く。）」と れている。つまり，
「いじめ防止対策推進法」の対象は 支 学
校を めた小学生，中学生， 校生ということ
になり，幼稚園は れている。 ながら，
「学校」ではなく児童 である保育所は
「いじめ防止対策推進法」の対象ではない。他
，現 多くの 体（指定 市を む全市

村の 55.8 ）では，「いじめ防止対策推進法」お
よび「いじめ防止 本 針」に き，いじめ
防止に関する 例を制定し，「 大事態」の調査
委員会を している。
本小 で取り上 る事例は，「いじめ防止対策

推進法」の対象ではない小学校就学前の園児（
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体の 立保育所に 園）について，
体の 例を に園児および 者の 理

人からの えがあり，その えに対して，
体の長が調査委員会に 問し，調査（第三

者）委員会が調査， 査に した事案である。
報告書（2022）によると「本 における

園児のうったえは， 園児が 保育園
中に，他の園児から仲間はずれに れたり，

な言葉を かけられたりしたうえ， 園
児がうったえる 和に く言動について，
他の園児がそれを 定的にとらえる言動をした
等により， 園児の 的 が み なり，

児 スの 中から不登園状態になったと
いうものである。」
なお， 園児は， ス ト ム
和等について 学 を けている。

調査（第三者）委員会は，調査の結果，行
としての のいじめを確認している。そのう
えで，「本事案に係る 幼児及び保 者からの
「いじめられている」といった え，不 に対
して， 保育園の認 は「 長 であり
ること」「ち っかいの し合い」「よくあるト

」といった え であった。幼保行 の
え も 本的には同様であった。」としてい

る。田中ら（2015）は， ス ト ム 傾
向の子どもは，その発達 からいじめの被害
にあう傾向が いと指摘している。報告書では，
「 保育園には発達 害や LGBTQ, いじめ
についての体 れた を十分に してい
るとは言えない保育士が していた。」と指摘
している。また，日々の指導，支 記録とその
理，保 者 の対応についての不十分な が

指摘 れている。
本事例は小学生以上の事例であれば「いじめ

防止対策推進法」における「 大事態」に
する ースであるが， 保育所の園児であっ
たため，調査委員会としては，保育園，幼稚園，
認定こども園等における「ト やいじめ」
等の問題について，どのように え対応をして
いくことが求められているのかという観 から
調査・ を行っている。

6
文部科学省（2022）「令和 3 年度児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査結果」によると，学年 いじめの認
では，小学校 学年が全体の く（

47 ）を めている。小学生のいじめの態様で
は，「 やかしやからかい， や し文 ，
なことを言 れること」が 以上を め最も
多い。
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て「いじめ防止対策推進法」では，小学生
以上を 定しているが，幼児のいじめとその対
応については，どのように考えればよいのであ
うか。幼児教育の き書として，文部科学

省「幼稚園教育要領解説」（2018）があるが，
ー ー を行っても「いじめ」の記 は一
もみられない。幼児期には「いじめ」という

観 がなじまないということ うか。
「いじめ」の に く，いじめの要 を
するものと れる ー ー として「いざ

こざ」があり，「幼稚園教育要領解説」のなかで
は 9 みられる。例えば「 児の には，
いざこざなどうまくいかないことを り える
体験を ることを して人間関係が まり，
達や の人の ちに れて， の

ちに 感したり， の から 分の行動を
り ったりして，考えながら行動する が

られるようになる。（ ）この の幼児は，
びの中で きるいざこざなどの場 において，
達の ちに 感したり，より しく る

ように 案したりなどして， 分たちで解 し
たり びを 続したりするようになる。」として
いる（文中 は 者）。厚生労働省「保育所保
育指針解説」（2018）および内閣府・文部科学省・
厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保
育要領解説」（2018）も 同じ内容で同じ 度
に「いざこざ」に関する記 がみられる。

々の解説では して，幼児の「いざこざ」
や他者との葛藤は と他者の分 ， 発達
や他者 の ， 感 ， 会 ， 同 な
ど まざまな幼児期の発達を育む であること
が られている。

7
文部科学省（2017）は，「いじめは 会 を
に ける 上にある児童生徒が集 で 動す

る場合，しばしば発生するものである。例えば，
言い てしまい を ける， 分 な
行動をとって の 感を うなど，子 たち
は， 長の で様々な を 験するのであ
るが，その中には，いじめに するものもし
ばしば まれる。したがって，どの学校におい

ても，一定 のいじめが認 れるのが で
ある。」としている。では，小学校就学前の教育・
保育にいてはどのように えられるの うか。
村田ら（1998）は，幼稚園教育の におい

て，子どもたちのなかには「 い っこ」と
して一 に でいるなかでいじめに発 して
いる事例があるとし，「いじめの 」のような
の で指導が必要であることを指摘してい

る。一 ，遠藤ら（1997）は，幼児が「いじめ
られた」と感じる場 の多くは 保育者から
ると人とのかか りを学 大切な機会である。
「いじめの解 は幼児期の指導から」といって
日常生 で こる様々なト を「いじめの
」と え「摘む」という発 で指導を行った

としたら，幼児の 認 や の の い
やりを育てることはできない。人との葛藤状態
に対して くなっている現 の幼児及び保 者
の 態を まえながら，生 の中で様々な感
体験を して幼児に人とかか る を に け

ることを大切にしなければならないとして
いる。このような子どもの人間関係をめ る保
育者のまなざしの いは，いつの において
も する。このことは，「いじめ防止対策推進
法」以降，文部科学省が，「いじめの定義」につ
いて 度も 確認するように学校や教員に求め
ているが，認 に 体間，学校間，教員
間での が として大きいことと同じであ
う。
本小論では，おそらく日本では めて

れたと れる小学校就学前の保育所における
幼児のいじめに関する調査（第三者）委員会の
調査報告（2022）を 介した。「いじめ防止対策
推進法」では れている幼児教育・保育に
おけるいじめについての調査報告はみられない
ため，今 ，この報告が契機となり他の 体
でも同様のうったえが合った場合調査が行 れ
るのか，あるいは今 の事案は 事例として，
他の 体では け けないかは不明である。
しかし，この報告書は事 として，小学校就学
前においてもいじめが するということを
認しており，園や保育者の対応によっては，
大事態（不登園状態）は防 たのではないかと
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指摘している。
幼稚園，保育所，こども園および幼稚園教諭，

保育士，保育教諭らはそのことを十分に理解し，
園ではよくみられる子ども同士の「いざこざ」
という理解に留まらず，子どもたちの人間関係
を日常から丁寧に観察すること。個々の子ども
や家庭の多様なニーズを把握し，その子どもの
おかれた状態をアセスメントし，計画的にどの
ように保育，教育を行っているのかについての
説明責任とその記録が求められる。
幼稚園教育要領では保育者の「仲立ち」とい

う表現を用い，介入の契機を示している。例え
ば，「葛藤の体験は幼児にとって大切な学びの機
会であるが，いざこざや言葉のやり取りが激し
かったり，長い間続いたりしている場合には仲
立ちをすることも大切である。」としている。こ
のような事例でも保育者ひとりで抱え込むので
はなく，園全体として，保育者を支える体制が
求められる。小学校以降の学校では，「チーム学
校」として組織的対応が求められているが，就
学前教育・保育においても同様である。
幼稚園や保育所，認定こども園および小学校

就学前の園児は「いじめ防止対策推進法」の対
象ではないが，保育者は，小学校以降では，学
校におけるいじめについてどのような対応が求
められているのか，法律上どうなっているのか
について，今一度，確認しておく必要がある。
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